
（記号） （番号）

任意継続組合員が死亡したため（死亡年月日：令和　〇年　12月　10日）

▶死亡年月日が確認できる書類の写しを添付

年 月 日

就職等により他の健康保険や共済組合に加入したため

▶新たに交付された資格確認書又は資格情報通知書の写しを添付

（加入年月日：令和 年 月 日 ）

年 月 日

年 月 日

障害により75歳到達前に後期高齢者医療制度に加入したため

年 月 日

任意継続掛金の還付請求額（当共済組合で計算するため、記入不要）

令和　　　　年　　　　月 令和　　　　年　　　　月

~ 令和　　　　年　　　　月 ~ 令和　　　　年　　　　月

令和　　　　年　　　　月 令和　　　　年　　　　月

~ 令和　　　　年　　　　月 ~ 令和　　　　年　　　　月 円 円 円

任意継続組合員が死亡した場合の掛金還付口座

（フリガナ）

1 2 3 4 5 6 7

地方公務員等共済組合法第144条の2第5項の規定により上記のとおり申し出るとともに、掛金に過納が生じたときは、還付の請求をします。

新潟県市町村職員共済組合理事長様

令和 年 月 日

〒 －

（本人自ら署名するときは、押印不要） （ ）

月払 ・半年払 ・年払

有（ か月分） 無

1512〇

9999950

入力日

喪失証明書交付日

証返納日

電話番号

共済組合受付印

納付方法

還付の有無

還付年月日 課長 係長 係

025－〇〇〇－□□□□

住所 新潟市中央区健康町１丁目２番３号

氏名 共済　花子

印
続柄（死亡喪失の場合のみ）

配偶者

口座名義人 金融機関名 支店名 口座番号

キョウサイ　ハナコ
〇〇銀行 △△支店

共済　花子 普通

介護掛金 合計

介

護

介

護

任継掛金前

納

期

間

任

継

還

付

期

間

任

継
還

付

額

644
令和

資格喪失年月日：後期高齢者医療制度の加入日を記入　⇒

▶後期高齢者医療制度に係る資格確認書又は資格情報通知書の写しを添付

653
国民健康保険への加入や、他の健康保険等の被扶養者になるため、任意継

続組合員でなくなることを希望するため

令和

1資格喪失年月日：当共済組合に申し出があった月の翌月１日　⇒

64
2

令和

資格喪失年月日：健康保険等の加入日を記入　⇒

資格喪失事由（該当する番号を〇で囲み、必要事項を記入） 資格喪失年月日 コード

621
令和

〇 12 11資格喪失年月日：死亡年月日の翌日を記入　⇒

任意継続組合員資格喪失申出書　兼　掛金還付請求書
組合員等記号・番号 退職をしたときの所属所名 任意継続組合員氏名

（市町村・一部事務組合名）

共済　太郎999 999 標準市

ここは記入しない。

１ 以下に掲げるものが交付されているときは、必ず当共済組合に返納してください。

①資格確認書 ②高齢受給者証 ③限度額適用認定証 ④特定疾病療養受療証

（①についてはマイナ保険証の利用登録がない場合に、②～④については該当者がいる場合に、それぞれ交付されているものです。）

ただし、希望により任意継続組合員の資格を喪失するとき（資格喪失理由欄の３に該当するとき）は、当共済組合の任意継続組合員の資格を

喪失した日を過ぎてから返納をしてください。

２ 資格喪失後に当共済組合の任意継続組合員として医療機関に受診をした場合、当共済組合へ医療費の返還をする必要が生じます。

３ 任意継続掛金の還付がある場合は、この申出書を当共済組合が受理してからおおむね２か月後に、任意継続

掛金預金振替口座（死亡喪失の場合は、上記により申告をした掛金還付口座）へ送金します。

４ 資格喪失証明書については、任意継続組合員の自宅宛て（死亡喪失の場合は、指定送付先）に送付します。

この他に

・「死亡年月日が確認できる書類の写し」

・「代表受取人選任届」

の提出が必要。

任意継続掛金の還付を受けるた

めの口座（相続人口座）を記入。

【例1】任意継続組合員が死亡したとき

【お願い】

「消えるボールペン」や鉛筆での記入は

絶対にしないでください！



（記号） （番号）

任意継続組合員が死亡したため（死亡年月日：令和　　年　　月　　日）

▶死亡年月日が確認できる書類の写しを添付

年 月 日

就職等により他の健康保険や共済組合に加入したため

▶新たに交付された資格確認書又は資格情報通知書の写しを添付

（加入年月日：令和 〇 年 12 月 1 日 ）

年 月 日

年 月 日

障害により75歳到達前に後期高齢者医療制度に加入したため

年 月 日

任意継続掛金の還付請求額（当共済組合で計算するため、記入不要）

令和　　　　年　　　　月 令和　　　　年　　　　月

~ 令和　　　　年　　　　月 ~ 令和　　　　年　　　　月

令和　　　　年　　　　月 令和　　　　年　　　　月

~ 令和　　　　年　　　　月 ~ 令和　　　　年　　　　月 円 円 円

任意継続組合員が死亡した場合の掛金還付口座

（フリガナ）

地方公務員等共済組合法第144条の2第5項の規定により上記のとおり申し出るとともに、掛金に過納が生じたときは、還付の請求をします。

新潟県市町村職員共済組合理事長様

令和 年 月 日

〒 －

（本人自ら署名するときは、押印不要） （ ）

月払 ・半年払 ・年払

有（ か月分） 無

入力日

喪失証明書交付日

証返納日

共済組合受付印

納付方法

還付の有無

還付年月日 課長 係長 係

電話番号 025－〇〇〇－□□□□

〇 12 15

950 9999

住所 新潟市中央区健康町１丁目２番３号

氏名 共済　太郎

印
続柄（死亡喪失の場合のみ）

口座名義人 金融機関名 支店名 口座番号

普通

介護掛金 合計

介

護

介

護

任継掛金前

納

期

間

任

継

還

付

期

間

任

継
還

付

額

644
令和

資格喪失年月日：後期高齢者医療制度の加入日を記入　⇒

▶後期高齢者医療制度に係る資格確認書又は資格情報通知書の写しを添付

653
国民健康保険への加入や、他の健康保険等の被扶養者になるため、任意継

続組合員でなくなることを希望するため

令和

1資格喪失年月日：当共済組合に申し出があった月の翌月１日　⇒

64
2

令和

〇 12 1資格喪失年月日：健康保険等の加入日を記入　⇒

資格喪失事由（該当する番号を〇で囲み、必要事項を記入） 資格喪失年月日 コード

621
令和

資格喪失年月日：死亡年月日の翌日を記入　⇒

任意継続組合員資格喪失申出書　兼　掛金還付請求書
組合員等記号・番号 退職をしたときの所属所名 任意継続組合員氏名

（市町村・一部事務組合名）

共済　太郎999 999 標準市

１ 以下に掲げるものが交付されているときは、必ず当共済組合に返納してください。

①資格確認書 ②高齢受給者証 ③限度額適用認定証 ④特定疾病療養受療証

（①についてはマイナ保険証の利用登録がない場合に、②～④については該当者がいる場合に、それぞれ交付されているものです。）

ただし、希望により任意継続組合員の資格を喪失するとき（資格喪失理由欄の３に該当するとき）は、当共済組合の任意継続組合員の資格を

喪失した日を過ぎてから返納をしてください。

２ 資格喪失後に当共済組合の任意継続組合員として医療機関に受診をした場合、当共済組合へ医療費の返還をする必要が生じます。

３ 任意継続掛金の還付がある場合は、この申出書を当共済組合が受理してからおおむね２か月後に、任意継続

掛金預金振替口座（死亡喪失の場合は、上記により申告をした掛金還付口座）へ送金します。

４ 資格喪失証明書については、任意継続組合員の自宅宛て（死亡喪失の場合は、指定送付先）に送付します。

【例2】他の健康保険等に加入したとき

【お願い】

「消えるボールペン」や鉛筆での記入は

絶対にしないでください！

ここは記入しない。



（記号） （番号）

任意継続組合員が死亡したため（死亡年月日：令和　　年　　月　　日）

▶死亡年月日が確認できる書類の写しを添付

年 月 日

就職等により他の健康保険や共済組合に加入したため

▶新たに交付された資格確認書又は資格情報通知書の写しを添付

（加入年月日：令和 年 月 日 ）

年 月 日

年 月 日

障害により75歳到達前に後期高齢者医療制度に加入したため

年 月 日

任意継続掛金の還付請求額（当共済組合で計算するため、記入不要）

令和　　　　年　　　　月 令和　　　　年　　　　月

~ 令和　　　　年　　　　月 ~ 令和　　　　年　　　　月

令和　　　　年　　　　月 令和　　　　年　　　　月

~ 令和　　　　年　　　　月 ~ 令和　　　　年　　　　月 円 円 円

任意継続組合員が死亡した場合の掛金還付口座

（フリガナ）

地方公務員等共済組合法第144条の2第5項の規定により上記のとおり申し出るとともに、掛金に過納が生じたときは、還付の請求をします。

新潟県市町村職員共済組合理事長様

令和 年 月 日

〒 －

（本人自ら署名するときは、押印不要） （ ）

月払 ・半年払 ・年払

有（ か月分） 無

入力日

喪失証明書交付日

証返納日

共済組合受付印

納付方法

還付の有無

還付年月日 課長 係長 係

電話番号 025－〇〇〇－□□□□

〇 3 6

950 9999

住所 新潟市中央区健康町１丁目２番３号

氏名 共済　太郎

印
続柄（死亡喪失の場合のみ）

口座名義人 金融機関名 支店名 口座番号

普通

介護掛金 合計

介

護

介

護

任継掛金前

納

期

間

任

継

還

付

期

間

任

継
還

付

額

644
令和

資格喪失年月日：後期高齢者医療制度の加入日を記入　⇒

▶後期高齢者医療制度に係る資格確認書又は資格情報通知書の写しを添付

653
国民健康保険への加入や、他の健康保険等の被扶養者になるため、任意継

続組合員でなくなることを希望するため

令和

〇 4 1資格喪失年月日：当共済組合に申し出があった月の翌月１日　⇒

64
2

令和

資格喪失年月日：健康保険等の加入日を記入　⇒

資格喪失事由（該当する番号を〇で囲み、必要事項を記入） 資格喪失年月日 コード

621
令和

資格喪失年月日：死亡年月日の翌日を記入　⇒

任意継続組合員資格喪失申出書　兼　掛金還付請求書
組合員等記号・番号 退職をしたときの所属所名 任意継続組合員氏名

（市町村・一部事務組合名）

共済　太郎999 999 標準市

１ 以下に掲げるものが交付されているときは、必ず当共済組合に返納してください。

①資格確認書 ②高齢受給者証 ③限度額適用認定証 ④特定疾病療養受療証

（①についてはマイナ保険証の利用登録がない場合に、②～④については該当者がいる場合に、それぞれ交付されているものです。）

ただし、希望により任意継続組合員の資格を喪失するとき（資格喪失理由欄の３に該当するとき）は、当共済組合の任意継続組合員の資格を

喪失した日を過ぎてから返納をしてください。

２ 資格喪失後に当共済組合の任意継続組合員として医療機関に受診をした場合、当共済組合へ医療費の返還をする必要が生じます。

３ 任意継続掛金の還付がある場合は、この申出書を当共済組合が受理してからおおむね２か月後に、任意継続

掛金預金振替口座（死亡喪失の場合は、上記により申告をした掛金還付口座）へ送金します。

４ 資格喪失証明書については、任意継続組合員の自宅宛て（死亡喪失の場合は、指定送付先）に送付します。

【例3】任意継続組合員でなくなることを希望するとき

例えば、当共済組合が3月中にこの申出書を受理した場合、

資格喪失日は4月１日となる。

【お願い】

「消えるボールペン」や鉛筆での記入は

絶対にしないでください！

ここは記入しない。


